
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いわゆる 

「松阪市住居等における不良な生活環境の解消に関する条例（いわゆる

「ごみ屋敷」対策条例）」を令和 5年 4月 1日から施行します。 

 

いわゆる「ごみ屋敷」と呼ばれる状態とは 

 

条例の基本方針 

人が居住している住居やその敷地に、ごみなどの物

を堆積し、放置することにより、害虫又は臭気の発生、

火災や物の崩落のおそれがあること等により、その周

辺の生活環境に著しく支障が生じている状態（不良な

生活環境）のことです。 

いわゆる「ごみ屋敷」と呼ばれる不良な生活環境を解消するためのごみなどの片付

けは、物を堆積したり放置している本人が行うことを原則とします。 

しかし、本人が認知症や高齢化に伴う身体機能の低下、疾病などの課題を抱え、

本人によるごみの片付けが困難である場合があります。そのような場合は、ごみな

どを片付けるだけでなく、本人の抱える課題に寄り添い、市の関係部局や関係機

関、地域の方々と連携、協力しながら不良な生活環境の解消をめざします。 

１ 

２ 

連携・協力 

支援 

市・関係機関など 

 家庭訪問 

 生活相談 

 情報提供（福祉制度の紹介等） 

 ごみの排出支援 など 

 

物をためこんだ本人 

 見守り 

 声かけ 

 情報提供 など 

地域住民 

松阪市は条例を制定し 

に取り組みます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

この条例で新たにできること 

 本人に寄り添った支援を基本としていきますが、新たに条例を制定したことにより

可能となった事項を組み合わせ、いわゆる「ごみ屋敷」対策に取り組んでいきます。 

ごみの排出支援 

周辺の生活環境に著しく支

障が生じている状態で、本

人によるごみの片づけが困

難な場合、本人の同意のも

と行政がその片づけを支援

することができます。 

調 査 

物を堆積したり放置してい

る本人の福祉サービスの利

用状況等の調査や立入調

査が可能になります。 

措 置 

解決に目途が立たず、周辺

の生活環境に著しい影響が

ある場合は、条例に基づき

指導・勧告・命令・代執行

(※)といった必要な措置を

とることが可能になります。 

３ 

４ 不良な生活環境の解消に向けた流れ 

 

R5.１ 

市・関係機関などの支援、地域住民等による見守りなどによる再発防止 

 

現地確認・調査 

支援 

市・関係機関など 

 相談・情報提供 

 福祉的支援 （家庭訪問・
生活相談・環境改善の説得・

ごみの排出の助言など） 

住民など 

 見守り 

 声かけ 

 情報提供 など 

協力 

 

措置 

審議会 
 

指 導 

 

勧 告 

 

命 令 

 

代執行 

 

審議会  

市の対策会議で方針決定 

本人による 

ごみの排出が困難 

条例についての問い合わせ 健康福祉総務課 総務企画係 31-1925 

いわゆる 

「ごみ屋敷」についての相談 

健康福祉総務課 福祉相談係 31-1926 

環境課 53-4066 

清掃事業課 53-4470 

 
※藍の縞模様は、伝統工芸品の「松阪木綿」柄です。 

相談など 

 

※ 代執行は、行政代執行法において、「他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ 

 その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるとき」に限り可能とされています。 

 支援による

解消が困難

な場合 

住居等における不良な生活環境の解消 

本人による 

ごみの排出 
ごみの排出支援 

 片付けの同意 

市外局番はいずれも 

「０５９８」です。 

問い合わせ先 


